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練馬 区い じめ防止一掃取組 月間

平成 25年 9月 に施行 された 「い じ

め防止対策推進法」の趣旨を踏 まえ、東

京都では、今年の 8月 に都内の全ての公

立 。私立学校 を対象 とした 「東京都 いじ

め防止対策推進条例」 を施行 しました。

この中に 「い じめ防止等の対策の基本的

な考え方」が 4つ 示 されています。

ポイント①

教員の指導力を向上させるとともに学

校全体で、一丸とならて取り組みます。

ポイ ン ト②

被害の子供たちか らの情報やいじめの

兆候 を確実 に受け止め、子供が安心 し

て学校生活 を送ることができるよ う、

守 り通 します。

ポイント③

周囲の子供が、いじめを見て見ぬふ り

をせず、声を上げられる学校づくりを

進めます。

ポイ ン ト④

保護者、地域住民、関係機関と連携 し

社会全体で取 り組みます。

仲町小学校では、上記の 4つ のポイ ン

を踏 まえ、月 1回 のアンケー トを行 った
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学校での児童の様子 を観察 した りす る中で

い じめを早期発見 し、早期、対応を とれるよ

うにしています。 また、学級担任だけでな

く、学年や 生活指導部 を中心 とした学校組

織 全体 で対 応 が で き るよ うに もして い ま

す。 日々の教育活動の中では、道徳の時間

や特別活動 においてt定 期的に子供たちが

い じめにつ いて深 く考え、いじめをしない、

い じめは絶対 に許 されないということを自

覚できるよ うにい じめに関す る授業 も行っ

ています。 さらに、先 日配布 した 「い じめ

防止カー ド」等 を活用 し、い じめ られそ う

になった時、誰かが いじめ られているのを

見 た時 に、 どんな行動 をとればよいか具体

的な行動 も指導 しています。

練馬区では、 11月 を 「い じめ一掃取組

月間」 とし、区内全体で い じめをな くすた

めの取組 を行います。仲町小学校で も各学

級でい じめをな くしていくためにできるこ

とを考 え、実践 してい く予定です。

取組 の一つ として、「練馬区い じめ防止

標語」 を全校で考 えていきます。児童一人

一人が い じめをな くす強 い気持ちをもち、

行動できる子供 になってほ しいと思ってい

ます。

また、学校・ 家庭・地域が一つ になって

子供たちを見守 り、みんなで育んでいくこ

とも欠かせない ことです。「社会総がか り」

での取組 によ り、仲町小学校の子供たちが

明る く楽 しぃ生活 を送る ことができるよう

に して いければ と思って います。 ご理解 。

ご協 力をよろしくお願いいた します。


